
第１回 岐阜県豚コレラ有識者会議 

日時：平成３０年１２月２１日（金） 

   １１時００分～１２時３０分 

場所：岐阜県庁４階 特別会議室 

 Ⅰ 国の疫学調査結果について 

 Ⅱ 豚コレラ対策の拡充・強化について 

 １ 農場の防疫対策 

 ２ 野生いのしし対策 



■配布資料 

・資料１  家畜伝染病の発生予防・まん延防止に係る大臣指示 

・資料２  「第３回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会」結果概要 

・資料３  岐阜県議会「豚コレラ対策の強化を求める意見書」 

・参考資料１  飼養衛生管理基準の遵守状況のチェック表＜新＞ 

・参考資料２  調査捕獲衛生対策チェックリスト 

・参考資料３  岐阜県における豚コレラ事案の経緯 

・参考資料４  発生農場における豚コレラ対応 

・参考資料５  野生いのしし捕獲状況 

・参考図１   野生いのししの豚コレラ感染状況（広域図面） 

・参考図２   搬出制限区域と野生いのしし調査対象区域（拡大図面） 

        （発生農場、陽性いのしし、いのしし調査対象区域、禁猟エリア） 

・参考図３－１～４  野生いのしし対策図（詳細版、地区別） 



■委員名簿 

（５０音順、敬称略） 

青木 博史 

（あおき ひろし）

・日本獣医生命科学大学 獣医学部 准教授 

（微生物学、感染症学） 

浅井 鉄夫 

（あさい てつお）

・岐阜大学大学院 連合獣医学研究科 教授 

（動物感染症制御学） 

石黒 利治 

（いしぐろ としはる）
・(公社)岐阜県獣医師会 会長 

伊藤  貢 

（いとう みつぎ）

・(有)あかばね動物クリニック 獣医師 

・日本養豚開業獣医師協会会員 

江口 祐輔 

（えぐち ゆうすけ）

・国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

西日本農業研究センター 畜産・獣害研究領域鳥獣害対策

技術グループ長 

小寺 祐二 

（こでら ゆうじ）

・宇都宮大学 農学部  

雑草と里山の科学教育研究センター 准教授 

・国拡大豚コレラ疫学調査チーム臨時委員 

只野  亮 

（ただの りょう）

・岐阜大学 応用生物科学部 生産環境科学課程 

応用動物科学コース 動物ゲノム多様性学分野 准教授 

平田 滋樹 

（ひらた しげき）

・長崎県 農林技術開発センター 研究企画部門  

研究企画室 主任研究員 兼 農山村対策室 鳥獣対策班 

山本 健久 

（やまもと たけひさ）

・国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

動物衛生研究部門 ウイルス疫学研究領域疫学ユニット長

・国拡大豚コレラ疫学調査チーム委員 
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Ⅱ 豚コレラ対策の拡充・強化について 

１ 農場の防疫対策  

（１） 農場における飼養衛生管理基準の確実な実行 

 【これまでの対策】 

 ○監視対象農場の立入調査 

  ・家畜保健衛生所の家畜防疫員が、週１回の農場の立入調査を実施。 

  ・飼養衛生管理基準の遵守状況のチェック表により、状況の確認、指導。 

  ○家畜防疫員の立ち入り 

   ・当該施設に家畜防疫員がいる場合、週１回の農場の立入調査は、出来る

限り外部関係者を入場させない配慮として、当該家畜防疫員が実施。 

   ・当該施設に家畜防疫員がいない場合、週１回の立入調査は、家畜保健衛

生所の家畜防疫員が実施。 

豚コレラの発生農場（５農場）において、飼養衛生管理基準が守られていない事例が認め

られた。 

Ａ農場       ・農場の周囲の柵、排水溝や排水処理設備等がなかった。 

 ・豚房の一部が外壁に接しており、いのししと接触可能であった。 

岐阜市畜産センター ・衛生管理区域（豚舎）ごとの専用衣服がなかった。 

 ・重機を洗浄、消毒することなく使用していた。 

畜産研究所     ・カラスなどの野鳥の侵入があり、糞便などが認められた。 

          ・家畜保健衛生所による立入検査を行っていなかった。 

いのしし飼育施設  ・飼料用の野菜置き場が屋外､また給餌､給水設備が露天であった。 

          ・飼養エリアに屋根が無く、野鳥等の施設内への侵入が可能であった。

農業大学校     ・敷地内でイタチのような小動物の糞が認められた。 

・家畜保健衛生所による立入検査を行っていなかった。 など 
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 【対策の強化】 

 ○監視対象農場の立入調査 

   ・家畜防疫員による、週１回の農場の立入調査の際、飼養衛生管理基準の

遵守状況のチェック表を見直し、確認体制を強化。 

  （見直し内容） 

チェック項目すべてについて、チェックのみでなく、どのように実

施しているかを記載する様式に変更。 

指導、助言内容を詳細に記載する様式に変更。 

野生動物侵入防止対策に関する項目を新たに追加。 

  ・指導内容が確実に実行されるよう、改善完了までの期限を定め、立入調

査時に内容を確認。 

  ・家畜所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認められる場合、

勧告等の措置も視野に、改善されるまで指導を継続。 

  ○家畜防疫員の立ち入り 

   ・当該施設に家畜防疫員がいる場合においても、第三者の視点でのチェッ

クとして、月１回、外部の家畜防疫員による調査を実施。 
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（２） 人の交差等による感染拡大防止 

   ① 家畜保健衛生所での交差防止 

【これまでの対策】 

    ○検査に係る職員の区分け 

   ・検査に係る職員は、「農場に立ち入る職員」、「解剖を行う職員」、

「ＰＣＲ検査を行う職員」の３つに区分けし固定。 

   ・監視対象農場に立ち入る職員は、原則、農場毎に固定。 

○検査室等の区分け

   ・豚の解剖といのししの解剖の時間帯を区分け。 

      （豚の解剖終了後にいのししの解剖を実施） 

     ・検査試薬の調製を区分け。 

      （豚用試薬は、細菌検査室、いのしし用試薬は、ウイルス検査室に

てそれぞれ調製） 

   ・試薬調製室などのクリーンエリアと、解剖室などのダーティエリア

を区分け。 

○その他

   ・野生いのししを運搬する者は、解剖室に入れない。 

中央家畜保健衛生所では、死亡豚、異常豚の病性鑑定の他に、出荷豚の安全確認

検査、清浄性確認の検査、さらに、野生イノシシの感染確認検査が行われており、

業界団体から交差汚染を懸念する声が寄せられている。 
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   【対策の強化】 

    今まで以上に人の交差による感染防止に努めるため、これまでの取組み 

   を継続しつつ、検査体制を順次強化。 

    ○野生いのししと豚の検査を分離 

    ・現在使用していない旧中央家畜保健衛生所を再整備し、野生いのし

し専用とすることで、豚との検査を完全分離。 

施設改修 

ＰＣＲ検査機器導入 

焼却炉改修 

     ※完全分離に必要となる獣医師の１１名 

※稼働見込み：H31 年１月中旬目途 

   ○検査体制の強化 

    ・家畜伝染病が県内どの地域で発生しても迅速に対応できる体制を構

築。 

    ・先ずは、2019 年度に飛騨家畜保健衛生所に病性鑑定検査設備を導入。 



【現行】

野生イノシシ ブタ（農場）

異常有 清浄性確認 出荷

解剖 血清分離・抽出

ＰＣＲ検査・抗体検査（エライザ）

ＰＣＲ検査

焼却

農業技術センター

中央家畜保健衛生所

【改善後：検査体制（野生イノシシと豚の解剖）を完全分離】
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② 野生いのしし調査捕獲における衛生管理 

【これまでの対策】 

    ○作業方法等に関する関係者への周知 

     ・作業時の服装、回収・運搬・消毒方法について岐阜県猟友会長及び

関係捕獲従事者へ通知。 

     ・衛生対策マニュアルを作成し、県猟友会に周知。 

    ○作業方法内容の確認 

     ・調査捕獲開始当初においては、捕獲時の状況写真を提出させ、適切

な消毒方法が実施されていることを確認。 

   【対策の強化】 

○消毒の徹底 

     ・防護服・手袋の着用や足元の消毒に加え、作業の最後に手指の消毒

を行うこととし、携帯用の消毒用アルコールを配布。さらに、その

実施をチェックする仕組みとする。 

○作業内容のチェックと現地調査の実施 

     ・新たに「調査捕獲における衛生管理のチェックリスト」を作成し、

これに基づき、作業内容及び消毒の実施を確認。定期的に県による

現地での確認調査を実施。 

    ○作業方法等に関する関係者への徹底 

     ・衛生対策マニュアル及び上記事項の実施について、調査捕獲関係支

部長会議（12 月 25 日）で改めて説明し、徹底を指導。 

・４例目の事例である関市内のいのしし飼育場の飼養者が猟友会員であり、野生いの

ししの捕獲業務に携わっていた。 

・野生いのしし捕獲にあたっての衛生対策マニュアルは示されていたが、これに準じ

た対応がなされているかのチェック体制が十分でなかった。 
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③ 農場での交差の防止 ～出入り業者の立ち入り～

【これまでの対策】 

      ・飼料等を搬入する業者が衛生管理区域内に立ち入る際には、所属、

氏名、入退場時間、車両の消毒、専用防疫服の着用などを自己申

告で記録簿に記載。 

    【対策の強化】 

      ・記録簿の記載に加えて、作業の実施にあたっては、飼養者立会い

のもと作業を実施。 

農業大学での緊急点検において、追加措置として考えられる項目として、「農場関

係者、農場へ出入りする各種業者に対してウイルスの持ち込みのおそれのある、行動

を控える」ことが指摘された。 
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２ 野生いのしし対策  

【これまでの主な対策】 

 ○調査捕獲の実施 

  ・９月２５日から野生いのしし調査対象区域において、調査捕獲を実施。 

   ※陽性いのししの発見に伴い、順次、調査捕獲区域を拡大 

 ○狩猟禁止区域の設定 

  ・１１月１日から調査対象区域を含む地域を狩猟禁止区域に指定。 

   ※調査対象区域の拡大に伴い、順次、禁止区域を拡大 

○モニタリング捕獲の実施 

   ・野生いのししの区域外への拡散を調査するため、狩猟禁止区域の外側に

おいてモニタリング調査を実施。 

○防護柵の設置 

   ・豚コレラに感染したいのししが生息区域外に拡散しないよう、ワイヤー

メッシュ柵を設置。 

国道４１８号及び県道６８号（恵那白川線）沿い 約３５ｋｍ 

中央自動車道アンダーパス等封鎖 １６４ヶ所   など 

【対策の強化】 

○狩猟禁止区域内での野生いのしし捕獲の拡大 

   ・現在、狩猟が行われていない狩猟禁止区域エリアにおいて、県における

調査捕獲に加えて、市町村の有害鳥獣捕獲を拡充し、個体数を削減。 

目標数量  エリア内での昨年度捕獲実績の２倍 

手  法  捕獲実績に応じ、市町村に交付金を支払う 

（１頭当たり１５，０００円（予定）） 

   ・市町村の鳥獣害対策責任者を集めた会議を開催（12 月 25 日）し、有害

鳥獣捕獲の促進を依頼。 

○防護柵の拡充 

・ワイヤーメッシュ柵の設置拡大 

県道８０号（美濃川辺線）、県道５８号（関金山線）、 

県道６４号（可児金山線） 約３２ｋｍ 
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今回の対策により新たに必要となる人員・経費 

１ 農場における飼養衛生管理基準の確実な実行 

２ 中央家畜保健衛生所での交差防止 

３ 野生いのしし対策 

○立入検査の厳格化に伴う獣医師の確保 ： １４人 

 （監視対象１２農場×２名体制の場合の不足数） 

○防護服、消石灰等の追加配備     ： ４百万円 

○旧中央家畜保健衛生所の再整備（検査機器導入含む）：１００百万円 

○検査の完全分離に伴う獣医師の確保（PCR 検査）  ：１１人 

○有害鳥獣捕獲市町村への交付金    ： ４５百万円 

○調査捕獲等に関する資機材の追加配備 ：  １百万円 

パコマ（逆性石鹸）、防護服、手袋、ゴーグル、噴霧器、ブルーシート、

フレコンバック等 

○防護柵整備の拡充（約３２ｋｍ）   ：２００百万円 
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